
 

(（第１回変更）) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  7年  3月 17日 

契 約 業 者 名 （株）東急エージェンシー 

契約業者の住所 

                                                                       

                                                                       

東京都港区西新橋1-1-1                                                                       

                                                                       

                     

業 務 の 名 称 
ＥＴＣ専用化・普及促進等に関する広報業務（２０ 

２４年度） 

業 務 場 所 

                                                                       

阪神高速道路株式会社の指定する場所                                                                       

                                                             

業 務 種 別 役務提供等                     

 

 

 

 

業 務 概 要 

ＥＴＣ専用化等に関して、阪神高速道路をご利用のお客さまをはじめ、各

ステークホルダーへの更なる認知・理解を目的とした広報を行うものであ

る。 

併せて、ＥＴＣの更なる普及促進に繋がるよう広報を行うものである。 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

業 務 期 間 ( 自 ) 令和  6年  9月 12日 

業 務 期 間 ( 至 ) 令和  8年  3月 24日 

契 約 金 額          135,599,999 円 

変 更 金 額            2,395,000 円 増 

変更後の契約金額          137,994,999 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



 

ＥＴＣ専用化・普及促進等に関する広報業務（２０２４年度） 

 第１回変更理由書 

 

本業務について、お客さまに認知・理解いただくことを目的に広報媒体の追加等を行う

こととなった。 

その他、仕様の精査等を行い、一部項目の追加及び変更を行う必要が生じたため、変更

契約を行うものである。 

併せて、媒体費が変更となっている箇所については、金額の変更を行うものである。 

 

＜追加項目＞ 

◆個別案内チラシ 

 ◆アンケート調査 

 

＜変更項目＞ 

 ◆インターネットバナー等 

 ◆交通広告 

 ◆リーフレット 

 ◆ポスター 

 ◆ＥＴＣ専用化拡大案内チラシ 

 ◆自動収受機（MIC）マグネットシート 

 ◆阪神高速料金ガイド・料金距離表 

 ◆空港広告 

 ◆ノベルティ等 

 ※その他仕様書上の軽微な修正等 


